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支
那
に

於

げ

る

開

墾

問

題

h
斗

崎

雄

武

支
那
は
み
{
人
口
の
約
三
分
白
二
が
農
業
に
従
事
し
て
ゐ
る
農
業
闘
で
あ
る
が
、
土
地
を
最
も
主
要
た
お
生
産
手
段
と
し
諸
問
来
の
農

法
主
墨
守
せ
る
努
働
集
約
的
危
る
小
農
零
細
経
晶
画
が
文
配
的
で
あ
る
。
主
要
注
る
農
業
地
帯
に
於
て
は
耕
地
に
比
し
飴
り
に
も
温
刺

在
る
農
業
人
目
白
存
在
に
よ
り
、
農
民
建
は
土
地
飢
僅
の
荒
田
陛
下
に
在
る
。

支
那
に
於
て
は
耕
地
而
積
に
つ
い
で
の
正
確
友
る
統
計
が
存
在
せ
中
、
諸
種
の
推
計
が
時
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
基
礎
と
友
れ
る
数

今
白
樫
、
短
報
の
存
在
等
に
よ
り
信
頼
性
に
乏

L
い
が
、
耕
地
は
土
地
線
面
積
の
約
一
割
徐
左
見
る
の
が
油
常
と
恩
は
れ
る
。

可
耕
未
型
地
の
庚
さ
に
針
す
る
評
伎
は
事
者
に
よ
り
甚
し
〈
呉
る
。
此
白
黙
に
関
し
て
は
繋
観
論
者
も
あ
る
が
、
之
に
針
し
有
能

在
る
支
那
人
が
茜
し
き
人
口
の
歴
迫
下
K
在
っ
て
新
た
る
吋
蜘
型
地
の
開
護
主
怠
る
容
が
た
く
、
ま
も
ι
、
如
何
友
る
新
し
苦
土
地
を
得

た
と
し
て
も
、
支
那

D
E
大
な
る
民
衆
並
に
そ
白
需
要
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
土
地
の
利
用
は
制
限
ぜ
ら
れ
る
と
詑
〈
悲
観
論
者
も
あ

為
。
支
郡
農
民
の
土
地
利
用
度
は
可
成
り
高
く
、
そ
の
一
例
と
し
て
の
四
川
省
の
「
柏
田
」
は
属
々
一
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
査
し
可
耕
未

墾
地
な
る
概
念
自
酬
眠
不
明
確
で
あ
り
、
客
観
的
標
準
の
決
定
は
困
難
で

b
る
。
ま
た
自
然
的
諮
僚
件
に
窓
ま
れ
た
る
中
南
支
と
然
ら

ぎ
る
地
方
特
忙
議
題
と
に
於
て
は
、
土
質
並
に
そ
の
他
の
自
然
的
及
枇
合
的
諸
僚
件
に
於
て
も
甚
し
き
差
異
が
存
ず
る
。
従
っ
て
と

、、

の
黙
に
閲
す
る
統
計
は
よ
り
信
頼
性
白
薄
弱
た
る
も
の
で
あ
る
。
パ
ッ
ク
も
「
可
耕
と
い
ム
言
葉
は
、
そ
の
耕
作
の
有
利
法
る
と
否

支
那
に
於
け
る
開
墾
問
題

第
五
十
五
巻

四
-fL 

第一一一説

O 

強，t~--. 中岡農業概担f古計.H頁。劉大鈎、中岡農回統計、 35-37頁(中岡鰹
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理共藤カ輪
一一
一ma

月
ト↑

同

年

活
水
準
さ
へ
ぺ
保
っ
と
と
が
し
ば
(
出
苦
か
っ
た
た
め
に
再
び
移
動
し
た

i
に
起
っ
た
と
同
様
の
現
象
主
う
た
し
、
ま
た
乙

起
り
つ
L
あ
ふ
」
と
可
耕
地
の
限
界
に
達
し
て
ゐ
る
と
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
ロ
出
a
ろ
問
題
は
開
墾
を
制
限
す
る
諸
保
件
そ
の
物
の
中
間
闘

に

存

す

る

の

で

あ

り

、

右

の

限

界

は

相

割

的

左

る

意

味

に

解

さ

る

べ

き

で

あ

ら

う

。

出

払

白

続

可
耕
未
墾
地
と
荒
地
と
白
一
匝
別
は
困
難
で
あ
る
が
、
北
京
農
商
部
の
農
林
統
計
に
は
民
間
三
年
よ
り
同
九
年
江
至
る
荒
地
統
計
が

M
L醐

n
9
t
 

記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
o

そ
D
数
字
自
簡
は
信
頼
し
難
い
が
荒
地
は
漸
増
傾
向
に
あ
る
。
南
京
政
府
の
民
箇
十
八
年
八
月
上
り
十
九
年
山

2山
h
ト
省

'T
月
迄
の
江
蘇
等
二
十
一
省
の
調
古
却
に
よ
れ
ば
、
荒
地
面
積
は
一
二
七
七
、
=
一
四

O
J
二

ハ

一

畝

に

淫

し

て

ゐ

る

。

叫

す

骨
バ
刷
急
臥

』
上
編

.
、
司

・
米
諦
計

L

間
業
統

I
農
部

L
那
政

J
宜
内

、

支
那
に
於
け
る
開
墾
問
題

第
五
十
五
巻

=一五

O

第
三
部

O 

と
を
問
は
や
、
一
単
に
耕
作
可
能
の
土
地
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
か
L
る
土
地
は
大
部
分
表
土
が
水
蝕
作
用
を
受
け
て
ゐ
て
、
し
た

が
っ
て
有
利
左
耕
作
は
極
め
一
て
疑
は
し
い
丘
陵
起
伏
地
帯
で
あ
る
。
利
用
し
得
る
材
料
が
砂
い
た
め
に
、
支
部
の
潜
在
地
可
耕
地
在

確
買
に
推
定
す
る
乙
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
殊
に
経
済
的
生
産
を
考
慮
に
入
れ
る
に
於
て
は
倫
更
で
あ
る
。

可
耕
地
の
開
墾
を

制
限
す
る
僚
件
は
、
本
質
的
に
は
、
水
、
資
本
、
肥
料
及
び
水
蝕
作
用
調
節
白
如
何
に
か
t
A

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
近
代
的
農
業
機

械
白
多
く
は
、
持
働
力
が
非
常
陀
豊
富
注
文
那
で
は
経
済
的
に
利
用
し
う
る
も
白
で
は
友
い
。

支
那
の
西
北
部
で
は
、
合
衆
国

の
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
東
側
の
乾
燥
農
業
限
界
耕
地

l
lそ
己
で
は
、
四
代
の
人
々
が
押
し
ょ
せ
、
そ
し
℃
、
豊
年
に
惑
ま
れ
中
最
低
生

此
の
統
計
に
於

て
は
荒
地
を
庚
〈
解
し
山
地
や
津
地
を
も
匂
合
し
て
を
り
、
経
済
的
意
味
忙
於
け
る
可
耕
地
の
而
積
は
迭
に
狭
少
で
あ
ら
う
。
併
し

乍
ら
、
全
図
耕
地
は
過
去
六
十
年
間
に
僅
か
一
%
の
増
加
を
み
て
ゐ
る
に
封
し
、
農
村
人
口
は
そ
の
閉
陀
=
二
%
を
増
加
し
て
ゐ

る
。
尤
も
そ
れ
も
、
同
治
十
二
年
よ
り
光
縦
十
九
年
ま
で
白
二
十
年
聞
に
、
耕
地
が
一
%
方
増
加
し
た
以
後
は
、
耕
地
面
積
は
大
鰐

現
欣
保
持
の
赦
態
忙
し
て
増
減
左
く
、
省
別
に
畑
明
察
す
る
と
昔
、
最
近
二
十
年
来
湖
北
・
青
梅
・
江
蘇
・
貴
測
・
斯
江
・
四
川
・
成
西
白
諸

省
で
は
、
人
口
の
増
加
と
関
聯
し
て
、

一
部
む
来
墾
荒
地
が
開
墾
せ
ら
れ
て
、
耕
地
面
積
白
損
犬
を
み
て
居
る
。
然
る
に
輔
建
・
察

• 
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恰
爾
・
山
東
・
綬
遠
・
陳
西
・
縛
夏
・
江
西
・
河
北
・
湖
南
の
詩
省
で
は
、
却
っ
て
耕
地
の
減
少
が
見
ら
れ
る
。

他
方
、
耕
地
の
荒
底
、
漸
減
傾
向
D
存
在
も
屡
々
指
摘
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

農
業
闘
に
し
て
而
も
主
要
食
糧
を
さ
へ
轍
入
し
て
ゐ
る
支
那
に
於
て
、
最
も
主
要
在
る
生
産
手
段
た
る
農
地
め
か

h
A
Z
趨
勢
は
、

農
村
経
済
白
停
滞
性
或
は
そ
の
崩
壊
を
端
的
に
示
す
現
象
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
、
過
剰
人
口
の
室
田
陛
下
に
於
て
新
在
る
士
地
或
は
未

懇
地
を
開
拓
し
、
且
つ
移
民
主
行
ふ
こ
と
は
己
の
問
題
に
封
す
る
有
数
た
る
一
の
針
策
た
り
う
る
で
あ
ら
う
。
所
謂
「
墾
殖
」
が
問
題

と
さ
れ
る
所
以
で
あ
り
、
己
れ
に
劃
し
て
多
く
D
論
者
は
車
に
土
地
政
策
上
の
問
題
と
し
て
白
み
在
ら
宇
、
幾
多
の
観
貼
よ
り
そ
の

モ
白
主
要
た
る
黙
を
牢
ぐ
れ
ば
弐
の
如
ぷ
で
あ
Z

問。

重
要
性
を
論
じ
て
ゐ
る
。

一
、
軍
事
上
。
遜
彊
に
墾
殖
を
行
ム
己
と
に
よ
っ
て
闇
防
を
同
め
諸
外
園
の
侵
入
陀
備
へ
、
且
つ
、
各
省
の
軍
隊
を
返
っ
て
屯
田

を
行
ふ
己
冒
と
に
よ
り
、
共
等
兵
上
を
し
て
雪
日
出
禁
業
せ
し
め
、
ま
た
之
に
よ
り
軍
費
の
軽
減
量
費
す
。

二
、
枇
合
上
。
図
内
過
剰
人
口
を
移
住
せ
し
め
る
己
と
巴
上
り
人
口
問
題
解
決
の
一
針
策
と
た
し
、
ま
た
災
民
・
遊
民
の
一
部
を

移
住
せ
し
め
て
農
村
社
合
不
安
を
除
去
し
、
且
ワ
新
し
き
土
地
に
健
全
左
新
農
村
を
建
設
す
る
。

三
、
経
済
上
。
未
墾
地
を
開
墾
す
る
と
と
に
よ
っ
て
農
業
生
産
力
を
増
進
し
て
食
糧
自
給
を
確
保
し
、
農
産
物
の
輸
入
D
防
止
、

総
出
D
促
進
を
計
る
。

問
、
財
政
上
。
開
墾
に
伴
ふ
耕
地
の
増
加
に
よ
り
、
悶
賦
の
増
牧
を
粛
し
、
且
つ
遺
品
加
の
増
牧
に
よ
り
財
政
上
の
牧
入
を
計
る
。

五
、
共
D
他
。
在
外
華
僑
の
開
墾
事
業
へ
白
投
資
を
誘
導
し
圏
内
閲
裂
に
費
す
。
ま
た
設
題
に
墾
殖
す
る
乙
と
に
よ
り
、
漢
満
蒙

同
蔵
D
所
謂
五
族
協
和
を
計
り
民
族
政
策
に
資
す
。

右
白
諸
賠
白
中
に
は
車
在
る
希
望
的
見
解
も
含
ま
れ
て
を
り
、
ま
た
徐
り
に
も
禦
観
的
で
あ
る
み
」
思
は
れ
Z
の
で
あ
る
が
、
併
し

支
那
に
於
け
る
開
聾
問
題

第
五
十
五
春

O 

= 
五

傍
コ
一
旗

天野元之助署、前掲書、 "9頁。
例へば、 D.Buxton: China， the land and the people， 1929， p. 71'. 
事積新著、郵殖畢、 ι-'0頁参照。
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支
那
に
於
け
る
同
事
問
題

第
五
十
五
巻

五

第
三
披

O 
E旦

乍
ら
、
製
殖
政
策
の
議
行
に
よ
り
企
岡
せ
ら
る
べ
茸
目
的
は
之
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
ま
た
、
却
う
て
逆
陀
右
の
諸
項
目
忙

上
り
、
墾
殖
を
必
要
た
ら
し
む
る
諾
要
因
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
興
味
深
く
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

己
目
小
論
に
於
て
は
民
図
以
降
の
輔
君
殖
政
策
。
護
展
を
、
主
と
し
て
農
地
の
開
墾
を
中
心
と
し
て
、
考
察
す
る
。

支
那
は
古
来
農
を
以
て
図
を
立
て
諸
種
の
勤
農
政
策
を
行
び
、
墾
殖
政
策
は
漠
以
後
屯
同
制
度
を
中
心
と
し
て
褒
展
し
た
。
圏
内

開
墾
は
、
人
口
の
増
加
、
領
土
抜
大
に
伴
っ
て
北
方
寅
河
流
域
よ
り
漸
弐
南
方
に
護
展
し
、
農
業
技
術
の
水
準
も
既
に
渓
代
忙
於
て

相
設
D
高
度
に
達
し
て
ゐ
た
と
も
言
は
れ
る
。
清
宋
に
は
賠
剖
闘
に
よ
っ
て
北
迭
の
墾
殖
に
も
着
手
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

民
国
寸
九
年
中
華
民
閲
政
府
が
甫
京
に
設
立
せ
ら
れ
、
墾
務
行
政
は
貸
業
部
の
農
林
郁
が
乏
を
捨
営
し
た
。
民
閲
二
年
南
北
統
一
に

よ
る
北
京
政
府
の
下
に
於
て
、
農
商
部
の
農
林
司
が
農
林
行
政
を
捨
営
し
、
官
有
荒
地
の
底
分
等
の
墾
務
を
司
る
己
と
h
h
ι

っ
た
。

同
三
年
。
農
商
部
官
制
の
改
革
に
よ
っ
て
も
大
な
る
鑓
動
は
無
か
っ
た
が
、
民
図
十
六
年
張
作
察
政
樺
下
の
北
京
政
府
に
至
っ
て
、

農
商
部
は
農
林
、
貸
業
隔
部
に
分
れ
、
農
林
郁
が
墾
務
を
捨
営
ず
る
ζ
ー
と
L
A

危
う

h
。

此
内
一
期
間
中
、
政
権
の
安
定
し
て
ゐ
た
の
は
初
期
の
数
年
間

ιす
ぎ
や
、
民
閲
五
年
嚢
世
凱
の
死
後
は
軍
閥
践
嵐
時
代
を
現
出
し

も
孔
混
飢
時
代
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
有
殺
及
品
統
↑
的
政
策
の
遂
行
は
到
底
望
む
べ
く
も
た
か
っ
た
。
開
墾
事
業
忙
於
て
も
、
級
建
に

於
け
る
が
畑
幸
局
部
的
焚
展
も
行
は
れ
た
白
で
あ
る
が
、
未
だ
準
備
時
代
に
在
っ
た
と
忠
は
れ
る
の
で
あ
る
。

民
図
元
年
九
月
三
+
目
に
公
布
せ
る
「
農
政
綱
弾
」
三
十
一
傑
中
に
於
て
も
悶
墾
政
策
が
一
不
さ
れ
そ
ゐ
る
。
主
要
注
る
勤
は
突
の
如

〈
で
あ
る
。

一
、
東
北
、
西
北
忙
移
民
主
行
ひ
官
荒
地
を
開
墾
し
、
北
口
部
に
は
瞭
土
な
く
、
南
部
に
は
飢
民
を
無
か
ら
し
め
る
。

巾閥解摺斗搾、(二吉年u，、(H)67頁。
李積新著、前掲書、，3ι-137頁。
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一
、
南
部
及
び
中
部
の
各
省
は
、
荒
成
地
畝
を
査
明
し
て
法
を
設
砂
之
を
利
用
す
る
。

一
、
北
部
の
未
墾
の
荒
地
は
速
に
測
量
し
、
古
代
井
同
制
及
び
米
聞
の
制
度
に
依
引
で
縦
横
に
経
界
を
剤
定
し
て
一
定
面
積
に
分

っ
。
人
民
の
荒
地
の
例
制
滑
に
際
し
て
は
、
と
の
法
定
面
積
の
士
地
を
授
血
一
し
、
ま
た
小
作
、
問
典
、
買
買
に
於
て
も
そ
の
土
地
を
分

割
し
、
或
は
経
界
を
轡
更
す
る
E
と
を
得
宇
、
か
〈
す
る
己
と

ιよ
っ
て
冊
賦
の
情
理
を
零
易
に
し
吏
膏
一
の
勝
容
を
防
止
す
る
。

右
由
綱
要
民
於
て
は
、
開
制
曜
に
針
す
る
具
際
的
規
定
を
快
い
で
ゐ
る
が
、
民
岡
三
年
三
月
三
日
公
布
、
同
年
十
一
月
十
二
日
修
E

の
「
固
有
荒
地
承
墾
僚
例
」
二
一
十
保
、
及
ぴ
同
年
七
月
1
六
回
公
布
の
「
悶
有
荒
地
承
墾
僚
例
施
行
抑
制
則
」
十
八
僚
の
諸
規
則
の
制
定
『

よ
り
、
図
有
荒
地
開
墾
に
闘
す
る
具
慨
的
規
定
が
確
立
さ
れ
る
に
至
う
た
。

国
民
集
が
南
京
政
府
を
設
立
す
る
に
及
ん
で
、
同
議
は
孫
文
の
遺
教
に
基
昔
、
「
平
均
地
権
」
「
耕
者
有
共
閏
を
指
導
原
理
と
す
る

土
地
政
策
の
遂
行
を
期
し
た
の
で
あ
る
。
{
同
時
に
、
開
期
間
事
業
主
も
重
要
視
し
、
民
国
十
七
年
七
月
十
五
目
、
農
錆
部
は
墾
務
合
議

を
閲
き
、
専
門
家
を
南
京
に
招
集
し
て
瀬
遊
興
墾
の
策
を
協
議
し
て
、
孫
V

〈
の
遺
跡
世
に
よ
り
、
ま
た
各
地
の
情
形
者
血
砂
防
し
ナ
突
の

十
政
策
を
決
定

L
売。

一
、
模
範
枇
舎
の
浩
成
。
二
、
法
防
の
守
護
。
二
一
、
保
誕
奨
励
政
策
の
採
用
。
問
、
杢
閣
の
私
有
荒
地
を
し
て
期
限
を
定
め
一
」
竣

懇
せ
し
め
る
。
五
、
墾
殖
と
関
係
あ
る
各
種
合
作
枇
D
提
唱
。

λ
、
兵
工
政
策
D
励
行
。
七
、
墾
慌
の
風
土
に
従
ひ
、
農
林
牧
の
三

者
を
等
し
〈
軍
制
附
す
る
。
八
、
土
着
政
策
の
励
行
。
九
、
移
民
屯
墾
白
堤
防
。
十
、
遊
民
の
強
制
翠
殖
。

而
し
て
る
一
闘
を
分
っ
て
十
四
回
と
な
し
、
右
目
諸
政
策
並
陀
所
剖
匝
域
に
準
じ
て
、
漫
麗
に
は
兵
工
の
屯
墾
に
電
舎
を
長
昔
、
内

地
向
於
て
は
移
民
間
墾
を
玄
関
し
わ
。

か
ぐ
し
て
、
阿
古
川
荒
地
に
封
ず
る
白
み
た
ら
宇
、
全
図
り
私
有
荒
地
に
劃
し
で
も
開
型
を
行
は
し
め
ろ
る
こ
と
L
去
っ
た
。
孫
女

支
那
に
於
付
る
開
車
問
題

第
王
十
五
巻

三五一一一

第
三
腕

C 
ヨ王

，~ 

沈成震綱、巾閣岡民主主土地政策的研究、 90貰以下参照。
李積新著、前掲書、，3←→142頁。
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支
那
に
股
け
る
開
塑
問
題

第
五
十
宜
容

三
五
回

保
三
挽

U 

"J"'-

も
既
に
「
無
主
の
荒
地
は
政
府
が
こ
れ
を
牧
め
て
開
渡
し
、
私
有
の
荒
地
に
は
一
割
白
課
税
を
行
ひ
、
そ
の
土
地
の
悶
懇
一
を
完
成
す

れ
ば
課
税
を
中
止
す
る
。
若

L
三
年
後
に
於
て
も
開
墾
を
行
は
ね
ば
、
政
府
が
と
れ
を
淡
牧
し
て
開
墾
す
る
。
開
墾
後
に
於
て
は
、

一
年
性
作
物
を
作
付
す
る
土
地
は
之
宇
農
民
に
小
作
せ
し
め
、
多
年
性
植
物
た
る
揚
合
に
は
政
府
が
之
を
管
現
す
べ
き
で
あ
札
。
し
と

論
じ
て
ゐ
る
。

民
闘
十
九
年
六
月
三
十
H
「
土
地
法
し
が
会
布
せ
ら
れ
「
荒
地
使
用
L
忙
闘
す
る
規
則
自
制
定
に
よ
り
、
廿
唱
に
開
墾
事
業
に
封
す
る
法

的
根
強
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
吹
い
で
「
奨
励
楠
助
移
墾
原
則
」
(
民
閥
二
十
二
日
ヰ
)
「
替
墾
原
則
」
(
民
闘
二
十
ニ
年
〉
「
清
現
荒
地
暫

行
緋
法
」
(
民
園
二
十
二
年
)
「
保
護
奨
励
曲
目
工
移
住
西
北
排
法
大
綱
」
(
民
国
二
十
一
一
一
年
)
等
の
公
布
を
見
た
。
併
し
中
心
と
た
る
べ
き
士

地
訟
は
、
そ
白
公
布
後
六
年
を
経
て
民
国
二
十
五
年
三
月
一
日
よ
り
施
行
せ
ら
れ
た
。

南
京
政
府
の
成
立
に
よ
り
民
間
十
七
年
以
降
農
鋭
部
の
農
政
司
が
墾
現
政
策
を
捻
営
し
た
、
同
二
十
年
農
鎖
、
工
商
南
部
を
併
合

せ
る
貸
業
部
内
に
林
懇
署
を
設
置
し
て
、
会
関
心
墾
殖
の
監
督
、
指
導
、
保
護
奨
励
等
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

地
方
の
墾
務
は
清
末
の
胎
穀
に
よ
る
門
家
、
書
、
黒
各
省
の
開
墾
を
鴨
矢
と
す
る
。
共
白
後
経
費
、
治
安
等
種
々
の
問
題
陀
工
り

興
鹿
島
り
、
近
年
に
至
っ
て
園
内
の
生
康
不
足
、
東
南
の
人
口
過
剰
等
の
針
策
と
し
て
、
遼
寧
、
吉
林
、
黒
寵
江
、
線
建
、
察
喰
爾
、

新
握
、
青
海
、
限
四
、
河
北
、
阿
南
、
庚
回
、
雲
市
、
山
束
、
安
徹
、
四
川
、
澗
雨
、
淑
江
、
江
蘇
白
諸
省
に
於
て
行
は
れ
わ
。
而

し
て
中
央
の
諸
法
令
そ
大
綱
と
し
、
各
地
白
事
情
を
参
酌
し
て
諸
種
の
具
極
的
規
定
を
附
加
し
、

或
は
土
地
申
請
丈
、

地
籍
の
襲

理
、
治
水
瀦
税
組
織
の
建
設
、
農
作
物
白
改
進
等
の
諸
計
割
と
の
閥
聯
に
於
て
、
開
墾
事
業
の
遊
行
を
期
し
た
の
で
あ
る
。
墾
務
行

政
組
織
の
系
統
は
各
省
に
土
り
甚
し
〈
具
っ
て
ゐ
た
。

か
〈
て
南
京
政
府
の
成
立
以
降
、
中
央
集
権
白
確
立
、
諸
種
D
改
革
と
相
侯
っ
て
、
土
地
政
策
の
一
翼
と
し
て
の
開
墾
政
策
に
封

祐成震編、前掲曹、 II5頁。
中[唖制官時牛昌弘(ニ三年j上、 H.68頁@
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す
る
基
礎
工
作
も
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
支
那
事
鑓
の
勃
裂
に
よ
り
事
態
は
一
同
捜
す
る
に
至
っ
た
。

以
上
に
於
て
、
民
図
以
後
に
於
け
る
開
墾
封
策
を
考
察
し
た
が
、
次
K
開
墾
事
業
の
過
程
を
階
建
し
ム
う
。

一
、
荒
地
の
調
査

開
墾
白
震
に
は
ま
づ
荒
地
の
調
賓
を
行
は
お
ぼ
友
ち
ぬ
。
殊
に
土
地
の
調
査
事
業
由
行
は
れ
て
ゐ
な
い
支
那

に
於
て
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
批
の
鮪
に
闘
し
て
は
「
清
現
荒
地
暫
行
排
法
」
中
に
規
定
せ
ら
一
れ
て
ゐ
る
。
そ
白
要
項
は
突
の
如
〈

で
あ
る
。

第
二
保
各
省
市
清
理
荒
地
帯
胃
省
市
政
府
督
促
所
属
牒
周
排
理
之
。

第
四
保
各
勝
局
時
哩
荒
地
臆
備
置
荒
地
嘩
報
書
盤
荒
地
登
記
簿
並
按
季
婚
情
理
情
形
梨
報
主
管
省
市
政
府
c

前
項
荒
地
諜
報
書
鮭
荒
地
登
記
簿
臨

載
明
荒
地
之
地
位
面
積
止
所
有
人
姓
名
等
項
其
格
式
由
内
政
部
定
之
。

第
五
傭
各
省
市
於
本
緋
怯
頒
布
後
鹿
限
期
令
荒
地
所
有
人
填
具
荒
地
盤
報
書
並
緒
具
時
回
向
該
管
廓
局
聾
詰
登
問
時
有
荒
地
由
梓
管
槽
闘
儒
之
。

第
六
時
各
鯨
局
接
到
荒
地
聾
報
番
後
、
除
認
矯
必
需
査
勘
者
丹
膳
予
以
盛
記
。

第
七
保
各
牒
局
封
於
聾
報
期
満
後
未
履
行
聾
報
之
荒
地
鷹
於
六
側
目
内
代
田
崎
査
報
並
得
酌
収
手
績
費
。

第
A
悔
各
牒
局
於
荒
地
査
勘
完
壇
後
膳
按
匝
段
腕
数
分
別
公
有
私
有
編
製
荒
地
圃
加
。

静
九
保
各
省
市
葉
集
麻
局
之
報
告
鹿
縮
製
情
理
荒
地
報
骨
書
按
年
脊
詮
内
政
買
業
財
政
=
一
部
備
費
。

第
十
儲
各
省
市
情
理
荒
地
統
匝
於
民
間
三
十
五
年
底
完
成
。

印
ち
、
脱
政
府
に
於
て
荒
地
を
荒
地
盤
報
書
並
に
荒
地
殻
記
簿
に
記
載
し
、
匝
段
銃
数
に
分
っ
て
公
有
私
有
別
に
荒
地
同
冊
を
編

製
す
る
。
省
市
政
府
は
勝
政
府
の
報
告
に
基
き
清
理
荒
地
報
告
書
を
作
成
し
て
内
政
、
貸
業
、
財
政
三
部
に
送
付
す
る
。
己
の
段
階

に
於
て
は
荒
地
を
疋
確
公
平
陀
丈
量
す
る
と
と
が
最
も
重
要
で
あ
ら
う
。

=
、
開
墾
の
様
式

荒
地
は
公
有
、
私
有
別
忙
よ
り
開
墾
の
形
式
を
具
に
す
る
。
以
下
公
有
地
の
開
墾
を
研
究
針
策
と
す
る
。
而

支
那
に
於
げ
る
開
墾
問
題

第
五
十
五
巻

一一一五五

第
三
雄

O 
七



支
那
に
於
け
る
関
車
問
題
'

第
五
十
五
巻

一
玉
大

紫
三
披

O 

"、

し
て
公
有
荒
地
の
開
墾
は
、
承
墾
と
代
墾
と
の
二
形
態
に
分
れ
、
前
者
は
耕
作
者
自
慌
に
よ
呂
比
較
的
小
規
模
在
る
開
墾
で
あ
り
、

後
者
は
非
耕
作
者
に
よ
る
夫
規
模
た
る
開
墾
で
あ
る
。
先
づ
承
墾
を
考
察
す
る
。

向
、
承
墾
人
。

1
固
有
荒
地
承
墾
僚
例
」
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
闇
絡
を
有
す
る
者
は
承
墾
様
を
享
有
し
号
る
が
(
第
三
及
静
四
時
)
、

土
地
法
に
於
て
は
、
家
族
十
人
以
下
の
農
家
に
し
て
そ
の
土
地
を
自
作
す
る
者
、
或
は
=
一
戸
以
上
の
農
家
白
組
織
せ
る
ム
ロ
作
杭
た
る

こ
と
i
h

定
め
ら
れ
た
(
第
一
九
一
峠
)
。

問
、
承
墾
読
書
の
護
給
。
荒
地
主
承
墾
せ
ん
と
す
る
者
は
、

そ
D
記
載
事
項
は

主
管
地

τ

政
機
関
に
承
領
書
を
提
出
す
る
。

名
、
籍
貰
、
年
齢
、
職
業
、
家
展
人
数
、
荒
地
坐
落
、
経
凱
百
種
類
、
竣
墾
年
限
等
で
あ
る
。
合
作
一
耐
は
共
の
耐
員
名
街
及
組
織
を
並

記
ず
る
。
地
政
機
闘
は
承
墾
燦
件
に
合
へ
ば
承
墾
読
書
を
殻
給
L
で
、
承
墾
人
の
該
地
陀
針
す
る
承
墾
模
を
朝
刊
明
す
る
(
土
地
世
第
一

九
二
保
)
。
承
墾
詮
書
の
方
式
に
就
い
て
は
土
地
法
に
明
白
な
規
定
は
存
し
左
い
が
、
犬
信
一
、
承
墾
人
の
姓
名
、
住
所
、
籍
貫
及
年

。

崎
。
二
、
承
墾
荒
地
の
坐
落
、
境
界
及
面
積
。
=
二
農
業
経
皆
の
主
要
種
類
。
閥
、
峻
墾
年
限
等
を
記
放
す
る
。

側
、
承
墾
地
面
積
の
制
限
。
承
墾
地
面
積
は
農
・
家
忙
於
て
は
一
個
車
位
を
以
て
限
度
と
注
し
、
所
謂
一
個
車
位
と
は
、
そ
の
牧
穫

を
以
て
十
人
の
家
族
の
生
滑
に
足
り
、
或
は
自
作
可
能
の
隈
度
を
以
て
標
準
と
注
す
(
土
地
法
第
一
九
三
傍
)
。
従
っ
て
一
個
単
位
に
就

い
て
白
具
樟
的
規
定
を
快
い
で
ゐ
る
が
、
或
は
二
、
三
十
畝
、
又
は
問
、
五
十
畝
を
限
度
と
設
す
と
解
さ
れ
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
自

然
的
並
に
枇
舎
的
諸
保
件
に
於
て
地
域
的
差
異
の
花
一
し
い
支
那
陀
於
て
は
、
そ
の
地
方
の
諸
傑
件
に
臆
巳
亡
遁
首
に
決
定
す
る
外
は

η
 

泣

い

で

あ

ら

う

。

「

Y

合
作
社
に
於
て
は
一
社
員
白
承
墾
一
個
単
位
を
以
ナ
一
計
算
す
る
。
但
し
共
D
外
に
、
線
国
積
白
半
以
下
の
承
関
市
備
地
の
一
請
求
を

注
し
ろ
る
。

姓

王設文著、土地法論、上1師、 247頁。
手伝殻文著、前掲書、叫9頁。
孟普慶著、中国土地法論、 318頁。
亭積新著、前掲昔、 201頁事開。
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問
、
竣
墾
年
限
。
開
墾
を
促
進
す
る
た
め
に
そ
の
期
限
を
抽
閉
め
決
定
す
る
己
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
土
地
に
は
諸
保
件
に
よ
り
甚

し
き
差
具
が
存
ず
る
故
、
一
定
年
限
を
定
め
る
己
と
は
困
難
で
あ
ら
号
。
従
っ
て
具
憾
的
な
る
決
定
は
各
省
の
地
政
機
閥
が
之
を
行

っ
て
ゐ
る
。
土
地
法
に
は
、
決
墾
読
書
白
受
領
後
一
年
内
忙
開
墾
に
薄
手
ず
ぺ
き
で
あ
り
、
然
ら
ざ
る
も
D
忙
謝
し
て
は
地
政
機
闘

が
そ
の
一
政
墾
詮
書
を
取
消
す
べ
昔
こ
と
が
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
(
第
一
九
五
時
及
第
二
O
九
保
)
。
但
し
「
閣
有
荒
地
承
墾
保
例
」
は
草
原

地
、
樹
林
地
、
斤
歯
地
に
分
知
し
、
各
々
面
積
に
廃
止
て
竣
墾
年
限
を
定
め
、
期
限
以
内
に
竣
墾
せ
る
者
に
封
じ
て
ほ
地
債
の
税
減

を
行
っ
て
ゐ
る
(
静
十
樺
及
博
二
十
一
保
)
。

用
問
、
土
地
耕
作
曲
恨
の
取
得
。
承
墾
人
は
竣
墾
の
一
日
主
り
無
償
で
土
地
耕
作
権
を
取
得
す
る
(
土
地
法
第
一
九
六
幌
)
。

「
岡
有
荒
地
承

墾
保
例
」
に
於
て
は
土
地
所
有
様
が
取
得
せ
ら
れ
る
。
併
し
後
者
に
於
て
は
、
荒
地
に
卦
し
て
地
債
を
納
付
せ
ね
ば
左
ら
ね
。
債
格

は
漣
彊
に
於
て
は
最
高
毎
畝
に
つ
昔
銀
二
、
三
元
、
最
低
一
、
}
一
角
で
あ
り
、
各
省
に
於
て
具
鰹
的

ι定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

右
の
耕
作
燃
は
物
権
と
み
註
さ
れ
民
法
白
永
制
植
民
関
す
る
各
僚
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
(
土
地
法
第
一
九
七
時
)
O

耕
作
槽
を
取
得

む
頁

M
J明

頁
一

凶
併

書
書

一同同

ιめ
、
然
る
後
に
之
を
農
民
陀
分
配
す
る
代
墾
制
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
代
墾
人
は
士
地
耕
作
曲
附
を
取
得
し
左
い
。
代
墾
人
は
、

著
著

農
民
主
招
致
し
て
、
開
臨
調
後
の
分
配
地
段
の
一
面
積
、
開
墾
費
支
排
方
法
及
年
限
を
契
約
し
、
そ
の
契
約
内
存
並
に
代
墾
人
の
姓
名
或
繍
捕

は
名
稿
及
共
の
住
所
、
開
墾
資
本
の
準
備
、
承
墾
地
の
坐
落
、
境
界
及
聞
積
一
、
開
懇
工
程
計
剖
及
工
程
費
の
珠
算
等
を
承
領
書
に
記
蓮
寺

せ
る
土
地
に
封
し
で
は
、
そ
の
抽
制
収
穫
初
白
一
五
%
以
下
。
小
作
料
白
徴
牧
を
行
ひ
、
竣
墾
後
五
年
聞
は
之
を
兎
除
す
る
(
土
地
桂
昌
叩

一
九
八
時
)
。
但
し
土
地
耕
作
楠
者
が
二
年
間
小
作
料
を
怠
納
す
れ
ば
地
政
機
関
は
そ
の
耕
作
構
を
取
消
し
う
る
(
民
法
第
八
四
六
保
)
。

大
規
模
な
る
荒
地
の
開
墾
は
農
民
に
取
っ
て
は
到
底
行
ひ
得
た
い
。
従
っ
て
大
規
模
開
墾
を
行
び
う
る
者
を
し
て
荒
地
を
開
墾
せ

載
し
て
地
政
機
闘
に
申
請
し
、
代
墾
詮
書
の
一
登
給
を
受
け
る
(
土
地
法
第
二
O
一
保
、
第
一
一
O
回
線
)
。
倫
ほ
こ
り
護
給
以
前
に
代
墾
人
は

第
五
十
五
巻

，8) 
19) 
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支
那
に
於
け
る
闘
車
問
題

第

五

十

五

春

三

五

人

地
政
機
闘
に
営
該
土
地
の
見
積
債
格
以
下
白
保
詮
金
主
納
入
せ
ね
ば
友
ら
ぬ
。
保
詮
金
は
竣
墾
後
返
還
す
る
(
土
地
法
第
二
O
二
保
)
。

承
墾
の
場
合
に
於
て
は
寸
関
有
荒
地
承
翠
侠i

例
」
に
は
毎
畝
銀
一
角
の
保
誇
金
納
付
の
規
定
が
註
さ
れ
て
ゐ
売
が
、
土
地
誌
忙
は
之

第一-一旗

O 

無
し
。
蓋
し
承
墾
人
は
開
墾
地
主
無
償
取
得
し
得
た
が
故
で
あ
る
。

竣
墾
年
限
に
闘
し
で
は
承
墾
D
規
定
を
準
用
す
る
n

竣
墾
後
農
民
D
代
墾
人
に
封
す
る
開
墾
費
の
支
梯
方
法
は
十
年
以
上
D
年
賦

梯
と
し
、
牧
穫
後
に
之
を
た
す
。
農
民
は
竣
墾
と
同
時
に
契
約
地
に
謝
す
る
耕
作
機
を
取
得
す
る
。
耕
作
構
の
性
質
並
に
そ
の
土
地

の
小
作
料
納
付
に
闘
し
て
は
、
承
墾
に
於
り
る
規
定
主
噂
用
ず
る
。
更
に
開
墾
地
に
針
し
て
は
、
開
墾
費
の
完
納
前
に
於
て
も
、
開

墾
費
の
捨
保
と
し
て
抵
押
植
を
設
定
し
う
る
(
土
地
法
第
二
一
U
六時)。

右
民
明
か
友
る
如
〈
代
墾
に
よ
り
大
規
模
開
墾
を
行
ふ
り
で
あ
る
が
、
そ
の
究
極
白
目
的
は
遁
一
止
規
模
の
農
家
め
創
設
を
企
岡
せ

る
も
D

L
如
く
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
之
と
共

ι閲
民
政
府
は
西
北
及
び
之
に
類
似
せ
る
各
地
帯
に
於
て
大
規
模
左
る
集
合
農
場
を

設
立
し
て
、
大
器
凸
を
在
す
政
策
を
も
期
し
て

b
る
D
で
あ
例
。

私
有
荒
地
に
於
て
は
、
主
管
地
政
機
闘
が
所
有
者
を
し
て
一
定
期
間
内
に
開
墾
或
は
耕
作
せ
し
め
、
期
限
を
逮
ゆ
る
も
開
墾
或
は

耕
作
を
燥
さ
ざ
る
時
は
、
土
地
在
需
用
す
る
人
目
願
に
よ
り
之
を
徴
牧

ιう
る
ん
土
地
法
二
O
λ
幌)ロ

此
等
諸
種
目
開
墾
事
業
を
促
進
す
る
た
め
、
多
〈
の
保
謎
奨
励
策
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
農
民
保
諮
忙
閲
す
る
法
令
は
既
に
遁
べ

た
の
で
あ
る
が
、
「
奨
働
輔
助
移
盤
原
則
」
、
「
保
護
奨
附
弊
工
移
住
丙
北
排
法
犬
綱
」
等
に
も
左
の
如
き
事
項
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

一
、
墾
民
に
針
し
て
政
府
は
年
利
三
分
以
下
の
低
利
貸
付
を
行
ひ
ミ
開
副
首
地
別
成
熟
後
五
年
以
上
の
年
賦
償
還
を
行
は
し
め
Z
o

二
、
農
業
銀
行
或
は
嬰
殖
銀
行
を
設
立
し
て
低
利
費
金
の
貸
付
を
行
ひ
、
或
は
銀
行
の
開
墾
事
業
へ
の
投
資
を
奨
励
し
、
政
府
は
之

江
針
す
る
利
子
を
保
設
す
る
。
=
一
、
西
北
各
省
に
於
て
は
墾
民
に
種
子
、
農
具
、
肥
料
等
を
給
輿
し
或
は
貸
興
す
る
。
四
、
墾
民
白

旗
費
白
補
助
。
一
丘
、
水
利
、
交
通
等
白
建
設
。
六
、
生
産
、
消
費
、
蓮
鈴
等
D
合
作
事
業
白
提
唱
。
七
、
治
安
の
柿
保
。
入
、
教

育
、
衛
生
設
備
D
建
設
。

沈成震樹、前掲書、，6。頁。20) 



此
の
如
〈
幾
多
の
開
墾
針
策
が
計
劃
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
血
等
計
調
そ
白
物
陀
も
尚
ほ
問
題
が
あ
る
。

一
、
土
地
法
は
比
較
的
進
歩
的
で
あ
る
が
、
民
図
二
十
五
年
に
至
っ
て
賓
施
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
資
放
の
あ
っ
た
期
間
は
短
い
。

二
、
「
固
有
荒
地
承
墾
僚
例
L

に
於
て
は
、
承
墾
人
は
有
償
で
は
あ
る
が
土
地
所
有
様
を
取
得
す
る
。
併
し
そ
の
所
有
後
に
於
け
る

保
護
針
策
は
規
定
せ
ら
れ
で
ゐ
な
い
。
ま
た
承
墾
荒
地
面
積
に
閲
す
る
制
限
が
存
し
た
い
。
縫
っ
て
農
民
自
慌
の
開
墾
に
針
ず
る
顧

慮
は
抑
は
れ
て
を
ら
十
、
寧
ろ
投
資
的
開
墾
に
封
ず
る
地
盤
を
提
供
し
て
ゐ
る
。
南
京
政
府
は
孫
文
の
「
平
均
地
樫
L

「
耕
者
有
共

同
」
を
土
地
政
策
の
指
導
原
理
と
な
し
、
土
地
分
配
の
公
主
、
自
作
農
の
創
設
を
必
岡
し
て
ゐ
る
D
で
あ
る
。
従
っ
て
、
来
墾
荒
地

面
積
に
針
ず
る
制
限
を
行
ふ
と
共
に
、
犬
規
模
左
開
襟
た
る
代
懇
一
に
於
て
も
、
代
墾
人
は
土
地
に
封
ず
る
耕
作
、
或
は
所
有
様
を
有

し
た
い
。
而
し
て
承
墾
に
於
て
は
農
民
は
無
償
取
得
す
る
の
で
あ
る
が
、
車
に
土
地
耕
作
椛
を
取
得
す
る
に
泊
ぎ
友
い
。
代
墾
に
於

て
も
農
民
ほ
阜
に
耕
作
権
白
み
を
取
得
す
る
。
と
の
耕
作
機
は
物
様
と
し
て
永
制
機
の
規
定
を
準
即
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
土
地
所

有
権
は
岡
家
に
届
し
、
耕
作
者
は
之
に
謝
し
て
一
五
%
以
下
の
小
作
料
を
支
排
は
ね
ば
左
ら
ぬ
。
地
租
ム
」
地
代
は
一
致
す
る
。
之
は

「
耕
者
有
共
悶
L

の
理
念
に
反
す
る
も
白
で
あ
る
。
小
作
料
は
比
較
的
低
率
で
は
あ
る
が
、
開
訓
型
地
の
一
土
地
生
斥
力
の
低
位
た
る
と
と

を
思
は
ね
ぽ
左
ら
由
。
斯
か
る
矛
盾
は
政
府
が
開
墾
に
よ
る
財
政
牧
人
を
企
岡
せ
る
と
と
に
上
つ
ナ
一
生
巴
た
も
の
で
あ
ら
う
。

三
、
大
規
模
開
墾
白
行
は
れ
る
代
墾
に
於
け
る
代
墾
人
は
農
民
で
は
た
〈
資
本
を
蓄
積
せ
る
有
力
者
で
あ
る
。
従
っ
て
農
民
と
D

契
約
に
際
し
て
は
、
モ
の
契
約
内
容
は
雨
者
の
勢
力
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
代
副
党
人
は
土
地
所
有
権
或
は
耕
作
権

を
取
得
し
た
い
が
、
中
間
的
に
農
民
を
牧
取
し
う
る
地
位
に
あ
る
。
然
る
に
之
に
劃
す
る
監
替
、
統
制
忙
闘
し
て
は
、
何
等
の
規
定

も
行
は
れ
て
ゐ
な
い
。
併
し
代
墾
制
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
所
陥
問
題
が
あ
る
。

此
白
如
〈
開
墾
針
策
陀
は
批
判
さ
る
べ
き
黙
を
残
し
て
ゐ
る
が
、
一
、
組
織
的
左
る
荒
地
に
針
ず
る
調
査
を
行
ひ
、
二
、
私
有
荒

地
に
針
ナ
る
徴
牧
槽
を
確
立
し
、
三
、
荒
地
開
警
に
よ
る
自
作
農
の
創
設
を
企
岡
し
、
四
、
開
制
滑
に
於
て
は
面
積
制
限
を
行
び
大
地

主
の
禁
生
を
防
止
し
て
土
地
分
配
の
均
等
主
計
h

夕
、
五
、
開
墾
に
関
聯
せ
る
諸
種
の
保
一
推
奨
励
を
計
劃
し
て
事
常
の
一
積
額
的
整
理
事
古

支
那
に
於
け
あ
闘
曹
問
題

第
五
十
五
巻

五
ブL

第
三
続



支
那
に
於
け
る
開
韓
問
題

停
主
十
五
巻

ノ、
O 

事
コ
一
腕

計
る
等
、
共
の
企
凶
せ
る
目
的
は
大
腿
是
認
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
唯
封
凡
開
墾
事
業
が
現
寅
に
於
て
如
何
に
行
は
れ
、
ー
如
何
怠
る
殻

jkl 

間
前
を
皐
げ
え
た
か
は
、
自
ら
之
と
別
個
白
問
題
で
あ
る
。

四

古
来
支
那
は
「
地
大
物
博
」
と
格
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
主
要
た
る
農
業
地
帯
は
黄
河
下
流
の
大
三
角
洲
、
揚
子
江
下
流
流
域
、
珠
江
下

-

¥

1

 

流
地
帯
等
比
し
て
、
共
他
白
地
方
は
多
〈
日
獄
地
帯
で
あ
る
。
と
れ
を
自
然
的
諸
保
件
よ
り
見
る
も
、
漫
経
地
帯
は
乾
燥
に
過
ぎ
、

或
は
寒
冷
に
し
て
不
毛
の
土
地
多
〈
、
耕
作
に
遁
ず
る
地
域
は
比
較
的
少
い
。
特
に
問
北
黄
土
高
原
に
於
て
は
、
耕
作
の
技
術
的
前

提
と
し
て
人
工
濯
慨
が
絶
封
的
に
必
要
で
あ
る
。

従
っ
て
此
等
白
地
域
に
於
で
は
、
現
在
以
上
白
人
口
牧
審
力
主
過
大
に
評
慣
す
る
と
と
は
山
川
来
た
い
。
支
那
本
部
の
主
要
地
帯
は

師
叫
に
多
〈
開
墾
せ
ら
れ
ぞ
を
り
、
劣
悪
友
る
耕
作
僚
件
に
あ
る
土
地
D
残
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
唯
だ
江
蘇
省
浪
商
地
帯
及
び
河
北

省
海
演
の
盟
墾
陸
民
、
比
校
的
庚
大
た
る
開
墾
可
能
地
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。

明

殊
忙
東
部
は
「
人
口
の
七
分
D
六
が
全
面
積
の
三
分
の
一
の
地
域
に
集
中
し
て
ゐ
る
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
地
帯
に
し
て
、
過
剰
人

n
の
重
岡
陛
下
に
在
る
。

E

D
温
剰
人
口
に
よ
る
勢
働
集
約
的
た
る
小
農
は
、
公
租
公
課
の
苛
求
、
高
率
小
作
料
、
商
人
高
利
貸
の
牧

取
、
農
産
物
倒
格
の
暴
落
等
祉
合
経
例
的
諸
要
因
、
並
に
頻
帯
同
す
る
荒
災
に
よ
う
で
、
飢
餓
線
に
近
い
生
活
を
続
け
て
ゐ
る
。
か
く

し
て
農
民
離
村
を
誘
裂
し
、
土
地
荒
鹿
の
傾
向
す
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。
併
る
に
、
外
岡
資
本
主
義
の
支
配
下
に
在
る
支
那
に
於
て

は
、
モ
の
祉
舎
内
部
白
諸
要
因
と
相
倹
っ
て
、
未
だ
農
村
過
剰
人
口
を
吸
牧
し
う
る
丈
け
の
工
業
の
務
逮
が
行
は
れ
て
ゐ
た
い
。

か
L
る
隆
史
的
批
合
的
現
貧
民
と
そ
、
内
地
枯
民
自
一
形
態
た
る
荒
蕪
地
植
民
の
行
は
る
べ
き
必
然
性
が
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

民
岡
三
年
農
商
部
白
「
固
有
荒
地
承
墾
保
例
L
白
公
布
以
後
比
於
て
も
、
信
顧
す
べ
き
開
墾
岡
積
K
闘
す
る
報
告
は
殆

E
た
さ
れ
て

中間楠済事館、(ご三年)、上、 H.85-98頁重量問。
G. B. Cre凶 ey:ibid. p. 21.' 
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ゐ
友
い
。
氏
周
二
十
二
年
に
於
け
る
綬
、
察
、
甘
、
青
等
十
四
省
の
承
筒
荒
地
の
種
類
及
び
而
積
並
忙
巴
墾
畝
敢
に
閥
ず
る
政
府
報

一E

ぺ
五
七
二
、
九
四
七
二
二
阿
畝
、
巳
酬
型
地
問
額
、
五
‘
九
八
六
J
ハ
一
六
・
五
畝
で
&
矛
前
日
但
し
此
の

告
忙
よ
れ
ば
、
承
墾
地
面
積
、

報
告
に
於
て
も
具
般
的
た
る
説
明
た
〈
、
ま
た
山
地
、
漁
地
出
面
積
多
苦
が
故
に
耕
作
地
面
積
は
逝
に
少
い
で
あ
ら
う
。
特
K
寧
閥

股
庖
時
代
に
於
て
は
、
軍
閥
は
そ
れ
ぞ
れ
列
強
に
依
存
し
て
圏
内
戦
争
を
横
町
、
苛
鍛
詠
求
を
行
ひ
、
治
安
は
素
飢
L
農
村
経
済
に

封
し
て
彼
滅
的
打
撃
を
奥
へ
た
白
で
あ
る
。

ま
た
既
に
考
察
せ
る
如
く
経
桝
的
に
極
め
て
窮
迫
せ
る
農
民
が
、
積
極
的
左
開
墾
を
行
ひ
得
左
い
己
と
は
明
か
で
あ
る
。
諸
種
の

保
護
奨
励
政
策
が
計
劃
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
「
清
末
よ
り
今
日
比
五
る
ま
で
、
閏
有
鱗
遣
の
放
費
の
四
割
引
以
上
杢
額
白
発
除
、
若
干

年
の
免
税
の
外
、
老
も
奨
励
の
言
ふ
べ
き
も
の
在
〈
、
↓
水
割
活
費
、
家
屋
建
築
資
、
或
は
種
子
、
農
具
、
肥
料
、
食
糧
等
、

一
と
し
て

農
民
の
白
地
問
せ
ざ
る
も
四
た
ぐ
、
此
の
故
に
数
十
年
来
白
墾
殖
事
業
は
徒
ら
に
資
本
家
の
潟
に
機
合
を
浩
り
、
被
愛
す
べ
苦
勤
勉
な

凶

る
農
民
は
無
限
の
苦
痛
を
受
け
て
耕
地
を
慾
す
る
も
得
ら
れ
な
い
。
」
欣
態
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。

併
し
、
小
作
人
が
地
主
と
特
別
契
約
を
立
て
荒
地
を
開
墾
し
、
峻
墾
後
三
年
間
は
小
作
料
を
納
め
や
耕
作
し
、
満
期
後
地
主
が
耕

作
す
る
小
作
恨
行
が
各
地
に
存
旬
、
品
川
ほ
己

D
三
年
聞
に
天
災
に
よ
り
賂
作
在
る
揚
合
に
は
小
作
・
八
一
都
地
主
に
封
し
て
賠
償
を
請

ひ
、
或
は
年
限
の
延
長
を
要
求
し
う
る
己
と
も
あ
る
。
ま
た
、
農
民
が
地
主
に
代
っ
て
荒
蕪
地
を
開
墾
し
て
永
小
作
権
を
取
得
す
る

mm 

開
墾
永
小
作
の
慣
行
も
各
地
に
見
ら
れ
る
。
併
し
、
支
那
に
於
て
は
農
民
が
貧
窮
せ
る
故
、
開
墾
を
行
ふ
と
と
自
瞳
が
極
め
て
閃
難

在
る
事
情
に
在
る
白
で
あ
る
。

か
く
て
開
墾
事
業
は
主
と
し
て
商
人
、
資
本
家
等
に
よ
っ
て
行
ほ
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
形
態
は
個
人
、
合
作
祉
、
合
吐

等
に
よ
っ
て
行
は
れ
、
政
府
の
図
骨
農
揚
の
経
皆
も
計
劃
さ
れ
た
。
併
し
合
作
祉
、
農
家
農
揚
は
少
〈
、
大
部
分
個
人
或
は
舎
祉
に

支
那
に
於
け
る
開
墾
問
題

第
五
十
五
巻

第

観

』ノ、

= 
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支
那
に
於
け
る
開
墾
問
題

第
五
十
五
巻

回

六

第

掠

よ
る
開
裂
が
行
は
れ
べ
銀
行
の
投
資
も
見
ら
れ
る
。
主
要
地
帯
は
江
蘇
盟
墾
匝
、
西
北
及
悶
南
翻
党
首
畑
匝
の
三
地
域
で
あ
る
。

商
人
、
資
本
家
的
開
墾
に
於
て
は
、
大
規
模
農
業
経
営
の
行
は
れ
る
事
も
あ
る
が
、
事
ろ
主
と
し
て
、
支
那
農
村
に
於
け
る
地
主

野

r

小
作
人
間
の
関
係
を
維
持
存
続
し
て
ゐ
る
と
云
は
れ
る
。
近
年
軍
事
的
政
治
的
要
凶
と
相
侠
コ
リ
て
西
北
並
に
西
南
の
鰹
済
開
稜
計
劃

が
大
規
模
に
行
は
れ
、
そ
の
重
要
注
る
一
環
と
し
て
開
墾
問
題
が
重
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
ま
た
事
費
後
特
に
商
南
地
匝
に
於
て
は
、

自
給
経
済
閣
の
確
立
、
農
産
物
増
産
計
劃
の
主
要
た
る
課
題
と
し
て
、
農
民
を
強
制
し
、
安
本
家
を
動
員
し
或
は
政
府
自
慢
に
上
っ

て
積
極
的
忙
開
墾
事
業
が
行
は
れ
て
ゐ
る
と
り
己
と
で
あ
る
。

我
々
は
支
那
に
於
け
る
開
墾
問
題
に
つ
き
‘
主
と
し
て
民
園
以
来
政
府
陀
上
っ
て
行
は
れ
た
諸
種
の
立
訟
を
中
心
と
し
て
考
察
す

る
と
と
に
よ
担
、
政
府
の
企
岡
せ
る
開
墾
政
策
白
方
向
を
検
討
し
た
。
ー
耕
者
有
共
旧
し
を
政
策
原
理
、
と
す
る
が
、
現
賓
に
於
て
は
寧

ろ
之
に
矛
盾
す
る
が
如
き
形
態
を
と
れ
る
己
と
は
既
に
見
た
と
と
る
で
あ
る
。
而
じ
て
開
墾
事
業
は
、
支
那
の
祉
合
的
歴
史
的
現
貸
よ

p
し
て
、
自
然
的
諸
保
件
を
も
克
服
し
て
行
は
る
べ
き
必
然
性
を
有
宇
る
に
拘
ら
や
、
民
国
以
来
、
喜
一
般
と
し
て
見
る
た
ら
ぽ
、
未

だ
基
礎
工
作
時
代
に
停
滞
し
て
ゐ
た
白
で
あ
る
。
共
の
原
因
は
政
策
主
膿
た
る
政
府
白
模
力
的
某
礎
D
確
立
さ
れ
て
ゐ
一
泣
か
っ
た
震

で
も
あ
る
が
、
よ
り
基
本
的
江
は
、
現
在
の
枇
合
、
経
済
的
諸
闘
係
、
特
に
封
建
的
遺
制
D
多
〈
、
甚
し
〈
窮
乏
せ
る
農
村
白
枇
曾

経
済
的
背
閥
原
の
改
革
と
の
関
聯
た
〈
し
て
、
閣
制
盟
事
業
の
行
は
れ
た
己
ー
と
に
存
す
る
。
従
っ
て
農
民
自
身
に
よ
る
開
墾
は
多
〈
行

は
れ
官
、
開
墾
事
業
は
多
〈
商
人
或
は
資
本
家
等
に
依
り
、
蕎
来
の
農
村
批
舎
の
地
盤
の
上
に
於
て
殺
借
せ
ら
れ
、
彼
等
D
多
〈
は

牧
租
地
主
と
し
て
白
性
格
を
帯
ぴ
る
に
至
っ
た
と
云
は
れ
る
所
以
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
、
期
か
る
開
墾
問
題
そ
白
物
D
枇
舎
経

済
的
性
格
の
よ
り
具
惜
的
た
る
分
析
に
準
ま
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
併
し
此
の
検
討
は
衣
白
機
舎
に
譲
る
と
と
与
し
、
本
稿
に
於
て

は
そ
の
一
般
的
問
題
を
指
摘
す
る
に
止
め
た
。

陳海石、中図的墾殖問題。中華月報、停ニ巻、第四期、橋和法綱、中園農村
組慣論、所載。
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